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○
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
二
号

航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
五
十
九
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
航
空
法
施
行
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
の
運
航

の
状
況
を
記
録
す
る
た
め
の
装
置
を
装
備
し
、
及
び
作
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
航
空
機
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の
理

由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
飛
行
記
録
装
置
、
航
空
機
映
像
記
録
装
置
、
航
空
機
情
報

記
録
シ
ス
テ
ム
、
操
縦
室
用
音
声
記
録
装
置
又
は
操
縦
室
用
音
響
記
録
シ
ス
テ
ム
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も

の
並
び
に
当
該
航
空
機
が
同
項
に
規
定
す
る
飛
行
記
録
装
置
、
航
空
機
映
像
記
録
装
置
、
航
空
機
情
報
記
録
シ
ス
テ
ム

、
操
縦
室
用
音
声
記
録
装
置
又
は
操
縦
室
用
音
響
記
録
シ
ス
テ
ム
を
装
備
し
な
く
て
よ
い
期
間
を
指
定
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
六
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

航
空
法
施
行
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
の
運
航
の
状
況
を
記
録
す
る
た
め
の
装
置
を

装
備
し
、
及
び
作
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
航
空
機
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い

理
由
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
飛
行
記
録
装
置
、
航
空
機
映
像
記
録
装
置
、
航
空
機
情
報
記
録
シ
ス
テ
ム
、
操

縦
室
用
音
声
記
録
装
置
又
は
操
縦
室
用
音
響
記
録
シ
ス
テ
ム
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
並
び
に
当

該
航
空
機
が
同
項
に
規
定
す
る
飛
行
記
録
装
置
、
航
空
機
映
像
記
録
装
置
、
航
空
機
情
報
記
録
シ
ス
テ
ム
、
操
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縦
室
用
音
声
記
録
装
置
又
は
操
縦
室
用
音
響
記
録
シ
ス
テ
ム
を
装
備
し
な
く
て
よ
い
期
間
を
指
定
す
る
告
示

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
の
運

航
の
状
況
を
記
録
す
る
た
め
の
装
置
を
装
備
し
、
及
び
作
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
航
空
機
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の

理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
飛
行
記
録
装
置
、
航
空
機
映
像
記
録
装
置
、
航
空
機
情

報
記
録
シ
ス
テ
ム
、
操
縦
室
用
音
声
記
録
装
置
又
は
操
縦
室
用
音
響
記
録
シ
ス
テ
ム
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

も
の
は
次
の
各
号
に
定
め
る
航
空
機
と
し
、
当
該
航
空
機
が
装
備
し
な
く
て
よ
い
装
置
及
び
当
該
装
置
を
装
備
し
な
く

て
よ
い
期
間
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
装
置
及
び
期
間
と
す
る
。

一

セ
ス
ナ
式
五
六
〇
型
航
空
機
（
航
空
法
施
行
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
タ
イ
プ
Ⅰ
Ａ
の
飛
行

記
録
装
置
が
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
う
ち
接
地
状
況
及
び
各
脚
の
接
地
感
知
装
置
の
作
動
状
況
、
航
法

デ
ー
タ
（
偏
流
角
、
風
速
、
風
向
並
び
に
緯
度
及
び
経
度
）
、
対
地
速
度
、
電
波
高
度
、
偏
揺
れ
角
又
は
横
滑
り
角

か
た

、
迎
え
角
、
発
動
機
推
力
の
指
令
、
発
動
機
推
力
の
目
標
、
発
動
機
の
ブ
リ
ー
ド
バ
ル
ブ
の
位
置
、
発
動
機
の
追
加

パ
ラ
メ
ー
タ
、
脚
操
作
装
置
の
選
択
位
置
及
び
脚
の
位
置
、
偏
揺
れ
ト
リ
ム
装
置
の
変
位
量
、
横
揺
れ
ト
リ
ム
装
置

か
た

の
変
位
量
、
縦
の
ト
リ
ム
装
置
操
作
装
置
の
操
作
量
、
横
揺
れ
ト
リ
ム
装
置
操
作
装
置
の
操
作
量
、
偏
揺
れ
ト
リ
ム

か
た

装
置
操
作
装
置
の
操
作
量
、
除
氷
系
統
又
は
防
氷
系
統
の
選
択
位
置
、
各
油
圧
シ
ス
テ
ム
の
油
圧
、
燃
料
の
量
、
直

流
電
源
バ
ス
の
状
況
、
方
向
舵
ペ
ダ
ル
の
操
作
量
又
は
方
向
舵
の
変
位
量
、
操
縦
桿
の
操
作
量
又
は
昇
降
舵
の
変
位

だ

だ

か
ん

だ

量
及
び
操
縦
輪
の
操
作
量
又
は
補
助
翼
の
変
位
量
、
マ
ー
カ
ー
ビ
ー
コ
ン
の
通
過
、
各
航
法
装
置
の
選
択
周
波
数
、
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対
地
接
近
警
報
装
置
の
作
動
状
況
、
油
圧
シ
ス
テ
ム
及
び
空
気
圧
シ
ス
テ
ム
の
低
圧
警
報
装
置
の
作
動
状
況
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
故
障
、
航
空
機
衝
突
防
止
装
置
の
作
動
状
況
、
各
発
動
機
の
過
熱
警
報
装
置
の
作
動
状
況
、
各
発
動
機

の
過
回
転
警
報
装
置
の
作
動
状
況
、
失
速
防
止
装
置
、
ス
テ
ィ
ッ
ク
シ
ェ
イ
カ
ー
及
び
プ
ッ
シ
ャ
ー
の
作
動
状
況
、

操
縦
輪
、
操
縦
桿
及
び
方
向
舵
ペ
ダ
ル
の
操
作
力
、
グ
ラ
イ
ド
パ
ス
か
ら
の
偏
移
量
、
コ
ー
ス
ラ
イ
ン
か
ら
の
偏
移

か
ん

だ

量
、
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
装
置
の
指
示
量
、
主
航
法
シ
ス
テ
ム
並
び
に
左
右
の
ブ
レ
ー
キ
の
圧
力
及
び
ペ
ダ
ル
の
位
置
以
外

の
事
項
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
飛
行
記
録
装
置
を
装
備
し
、
及
び
作
動
さ
せ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

航
空
法
施
行
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
タ
イ
プ
Ⅰ
Ａ
の
飛
行
記
録
装
置

当
分
の
間

二

ド
ル
ニ
エ
式
Ｄ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ
ｅ
ｒ
二
二
八
―
二
一
二
型
航
空
機
（
航
空
法
施
行
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
表
に

規
定
す
る
タ
イ
プ
Ⅰ
Ａ
の
飛
行
記
録
装
置
が
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
う
ち
接
地
状
況
及
び
各
脚
の
接
地

感
知
装
置
の
作
動
状
況
、
航
法
デ
ー
タ
（
偏
流
角
、
風
速
、
風
向
並
び
に
緯
度
及
び
経
度
）
、
対
地
速
度
、
電
波
高

度
、
偏
揺
れ
角
又
は
横
滑
り
角
、
各
発
動
機
の
出
力
又
は
推
力
、
発
動
機
の
追
加
パ
ラ
メ
ー
タ
、
脚
操
作
装
置
の
選

か
た

択
位
置
及
び
脚
の
位
置
、
偏
揺
れ
ト
リ
ム
装
置
の
変
位
量
、
横
揺
れ
ト
リ
ム
装
置
の
変
位
量
、
縦
の
ト
リ
ム
装
置
操

か
た

作
装
置
の
操
作
量
、
横
揺
れ
ト
リ
ム
装
置
操
作
装
置
の
操
作
量
、
偏
揺
れ
ト
リ
ム
装
置
操
作
装
置
の
操
作
量
、
除
氷

か
た

系
統
又
は
防
氷
系
統
の
選
択
位
置
、
各
油
圧
シ
ス
テ
ム
の
油
圧
、
燃
料
の
量
、
交
流
電
源
バ
ス
の
状
況
、
直
流
電
源

バ
ス
の
状
況
、
警
報
、
方
向
舵
ペ
ダ
ル
の
操
作
量
又
は
方
向
舵
の
変
位
量
、
操
縦
桿
の
操
作
量
又
は
昇
降
舵
の
変
位

だ

だ

か
ん

だ

量
及
び
操
縦
輪
の
操
作
量
又
は
補
助
翼
の
変
位
量
、
マ
ー
カ
ー
ビ
ー
コ
ン
の
通
過
、
各
航
法
装
置
の
選
択
周
波
数
、
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自
動
操
縦
装
置
、
発
動
機
の
出
力
又
は
推
力
の
自
動
調
整
装
置
及
び
自
動
飛
行
制
御
装
置
の
作
動
状
況
及
び
作
動
モ

ー
ド
、
気
圧
校
正
値
、
選
択
さ
れ
た
高
度
、
選
択
さ
れ
た
機
首
方
位
、
対
地
接
近
警
報
装
置
の
作
動
状
況
、
航
空
機

衝
突
防
止
装
置
の
作
動
状
況
、
各
発
動
機
の
滑
油
の
低
圧
警
報
装
置
の
作
動
状
況
、
失
速
防
止
装
置
、
ス
テ
ィ
ッ
ク

シ
ェ
イ
カ
ー
及
び
プ
ッ
シ
ャ
ー
の
作
動
状
況
、
グ
ラ
イ
ド
パ
ス
か
ら
の
偏
移
量
、
コ
ー
ス
ラ
イ
ン
か
ら
の
偏
移
量
、

機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
装
置
の
指
示
量
、
主
航
法
シ
ス
テ
ム
並
び
に
左
右
の
ブ
レ
ー
キ
の
圧
力
及
び
ペ
ダ
ル
の
位
置
以
外
の
事

項
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
飛
行
記
録
装
置
を
装
備
し
、
及
び
作
動
さ
せ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

航

空
法
施
行
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
タ
イ
プ
Ⅰ
Ａ
の
飛
行
記
録
装
置

当
分
の
間

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
航
空
法
施
行
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
の
運
航
の
状
況
を
記
録
す
る
た
め
の
装
置
を
装

備
し
、
及
び
作
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
航
空
機
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
飛
行
記
録
装
置
又
は
操
縦
室
用
音
声
記
録
装
置
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
並
び

に
当
該
航
空
機
が
同
項
に
規
定
す
る
飛
行
記
録
装
置
又
は
操
縦
室
用
音
声
記
録
装
置
を
装
備
し
な
く
て
よ
い
期
間
を

指
定
す
る
告
示
の
廃
止
）

２

航
空
法
施
行
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
航
空
機
の
運
航
の
状
況
を
記
録
す
る
た
め
の
装
置
を
装



- 5 -

備
し
、
及
び
作
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
航
空
機
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
飛
行
記
録
装
置
又
は
操
縦
室
用
音
声
記
録
装
置
を
装
備
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
並
び

に
当
該
航
空
機
が
同
項
に
規
定
す
る
飛
行
記
録
装
置
又
は
操
縦
室
用
音
声
記
録
装
置
を
装
備
し
な
く
て
よ
い
期
間
を

指
定
す
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
八
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


